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を
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す
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…

�

○
青
森
県
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事
の
権
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す
る
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の
一
部
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会
等
に
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任
し
、

及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

…

�

規

則

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
七
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
を
削
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中

｢

県
税
事
務
所
長｣

を

｢

県
税
事
務
所
等
の
長｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

県
税
事
務
所｣

を

｢

地
域
県
民
局
及
び
県
税
事
務
所｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
三
の
見
出
し
中｢

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
所
長｣

を｢

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

等
の
長｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

地
域
県
民
局
及
び
健
康
福
祉
こ

ど
も
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、
同
条
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

削
除

第
四
条
の
三
第
十
三
号
の
二
及
び
第
十
三
号
の
三
を
削
り
、
同
条
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。十

六

青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七

年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
三
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
の
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
浴
施
設
の
使
用
の
停
止
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
係
る
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
資
料
の
徴
収
に
関
す
る

こ
と
。

第
四
条
の
三
第
十
七
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
し
、
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
を
ヌ
と

し
、
ヲ
を
ル
と
し
、
同
条
第
十
七
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七
の
五

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の

こ
と
。

イ

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
の
報
告
等

の
徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と

(

二
以
上
の
所
管
区
域
に
わ
た
る
区
域
を
対
象
と

す
る
事
業
を
行
う
者
、
二
以
上
の
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
者
、
第
一
種
社
会
福
祉
事

業
及
び
保
育
所
の
経
営
を
行
う
者
、
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
を
利

用
さ
せ
る
事
業
を
行
う
者
又
は
保
育
所
の
経
営
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
を
利
用
さ
せ
る
事

業
を
行
う
者
が
設
置
す
る
施
設

(

以
下

｢

大
型
法
人
等
設
置
施
設｣

と
い
う
。)

の
設
置
者

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

ロ

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
受
給
者
証
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
の
三
第
十
八
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
同
号
ハ
中

｢

第
二
十
一
条
の
九
の
二｣

を

｢

第
二
十
一
条
の
九
の
六｣

に
改
め
、
同
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
中
ニ
を
削
り
、
ホ
を
ハ
と
し
、

ヘ
を
ニ
と
し
、
ト
を
ホ
と
し
、
チ
を
ヘ
と
し
、
同
号
リ
中

｢

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
等｣

を

｢

障

害
児
相
談
支
援
事
業
等｣

に
改
め
、
同
リ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
チ
と
し
、
ル
を
リ
と
し
、

ヲ
を
ヌ
と
し
、
ワ
を
ル
と
し
、
カ
を
ヲ
と
し
、
ヨ
を
ワ
と
し
、
タ
を
カ
と
し
、
同
条
第
十
八
号
の
三

イ
を
削
り
、
同
号
ロ
中｢

第
四
条
第
一
項｣

を｢

第
三
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
ロ
を
同
号
イ
と
し
、

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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同
号
ハ
中

｢

第
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
ニ
中

｢
第
六
条
第
一
項｣

を

｢

第
五
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
ニ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ホ
を
同
号
ニ
と

し
、
同
条
第
三
十
三
号
中
ラ
を
ム
と
し
、
ナ
を
ラ
と
し
、
ネ
を
ナ
と
し
、
ツ
を
ネ
と
し
、
ソ
を
ツ
と

し
、
レ
を
ソ
と
し
、
タ
を
レ
と
し
、
ヨ
を
タ
と
し
、
カ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヨ

第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
管
理
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
に
関
す
る

こ
と

(
大
型
法
人
等
設
置
施
設
の
設
置
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

第
四
条
の
三
第
三
十
五
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト

第
百
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
の
報

告
等
の
徴
収
及
び
出
頭
の
要
求
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
の
三
第
三
十
六
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
同
号
ハ
中

｢

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支

援
事
業
等｣

を

｢

身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等｣

に
改
め
、
同
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
ニ
を
同

号
ハ
と
し
、
同
条
第
四
十
一
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
同
号
ハ
中

｢

知
的
障
害
者
居
宅
生
活

支
援
事
業
等｣

を

｢

知
的
障
害
者
相
談
支
援
事
業｣
に
改
め
、
同
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
ニ
を
同

号
ハ
と
す
る
。

第
五
条
第
四
号
中

｢

保
健
所
運
営
協
議
会
、｣

を
削
る
。

第
五
条
の
二
第
二
号
ニ
中

｢

第
十
条
第
二
項

(｣

の
下
に

｢
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
及
び｣

を

加
え
、
同
号
ホ
及
び
ヘ
中

｢

第
十
八
条
の
十
三
第
二
項｣

を

｢

第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十

八
条
の
十
三
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号
中
ナ
を
ウ
と
し
、
ネ
を
ム
と
し
、
同
号
ツ
中｢

ソ｣

を｢

ナ｣

に
改
め
、
同
ツ
を
同
号
ラ
と
し
、
同
号
中
ソ
を
ナ
と
し
、
レ
を
ネ
と
し
、
タ
を
ツ
と
し
、
ヨ
を
ソ
と

し
、
カ
を
レ
と
し
、
ワ
を
タ
と
し
、
ヲ
を
ヨ
と
し
、
ル
を
カ
と
し
、
ヌ
を
ワ
と
し
、
リ
を
ヲ
と
し
、

チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ

第
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
揮
発
性
有
機
化
合
物

排
出
施
設
の
設
置
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
構
造
等
の
変
更

の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ル

第
十
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
変
更
及
び
廃
止
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
の
二
第
九
号
ト
中

｢

及
び
浄
化
槽
清
掃
業
者｣

を

｢

、
浄
化
槽
清
掃
業
者
及
び
第
十
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
浄
化
槽
の
保
守
点
検
を
業
と
す
る
者｣

に
改
め
、
同
ト
を
同
号

ヨ
と
し
、
同
ヨ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヲ

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
の
水
質
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
の
水
質
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
の
勧
告
に
関

す
る
こ
と
。

カ

第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
の
水
質
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
の
勧
告
に
係

る
措
置
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
の
二
第
九
号
中
ヘ
を
ル
と
し
、
ホ
を
ヌ
と
し
、
同
ヌ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ

第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
の
使
用
の
廃
止
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
の
二
第
九
号
中
ニ
を
チ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

第
七
条
第
二
項

(

第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ

る
指
定
検
査
機
関
か
ら
の
報
告
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
の
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
の
勧
告
に
係
る
措
置
の

命
令
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
の
三
を
第
五
条
の
四
と
し
、
第
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

青
森
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長
へ
の
委
任)

第
五
条
の
三

青
森
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長
に
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
委
任

す
る
。

一

狂
犬
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
犬
の
死
体
の
解
剖
及
び
犬
の
殺
処
分
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
け
い
留
さ
れ
て
い
な
い
犬
の
抑
留
に
関
す
る
こ
と
。

二

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号)

の
施
行
に
関
す

る
次
の
こ
と
。

イ

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
業
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
業
の
変
更
及
び
飼
養
施
設
の
使
用

の
廃
止
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る

こ
と
。

ニ

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
善
の
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
業
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
の
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
長
に
対
す
る
協
力
の
要
請
に
関
す
る
こ
と
。

三

青
森
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
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一
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
動
物
の
逸
走
の
通
報
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
犬
に
よ
る
加
害
等
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
野
犬
等
の
捕
獲
及
び
抑
留
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
野
犬
等
を
抑
留
し
た
と
き
の
通
知
及
び
公
示
に
関
す

る
こ
と
。

ホ

第
二
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
飼
い
犬
の
返
還
の
申
請
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
二
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
野
犬
等
の
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
野
犬
等
の
薬
殺
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
の
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
命
令
に
関
す
る
こ
と

(

特
定
動
物
に
係
る
も

の
を
除
く
。)

。

ヌ

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
飼
い
主
か
ら
の
報
告
及
び
資
料
の
徴
収
に
関
す
る
こ

と

(

特
定
動
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。)
。

第
六
条
の
三
を
削
る
。

第
七
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
園
長｣

を｢

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
長｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢

青
森
県
肢
体
不
自
由
児
施
設
条
例

(
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例

第
三
十
二
号｣

を

｢

青
森
県
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例

(

平
成
十
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中

｢

農
林
水
産
事
務
所
長｣

を

｢

農
林
水
産
事
務
所
等
の
長｣

に
改
め
、
同

条
第
一
項
中

｢

農
林
水
産
事
務
所｣

を

｢

地
域
県
民
局
及
び
農
林
水
産
事
務
所｣
に
改
め
、
同
項
第

一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ツ

第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と

(

農
業
協
同
組
合
法
施
行

規
則

(

平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号)

第
百
八
十
八
条
第
一
項
第
十
九
号
に
係

る
も
の
に
限
る
。)

。

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

の
施
行
に
関
す
る
次
の｣

を

｢

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
信

用
事
業
方
法
書
の
制
定
、
変
更
及
び
廃
止
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る｣

に
改
め
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
を

削
り
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と

(

二
以
上
の
所
管
区
域
に
わ
た
る

区
域
を
地
区
と
す
る
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

イ

第
百
六
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
の
提
出
の
延
期
の
承
認
に
関
す
る
こ

と
。

ロ

第
百
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
の
延
期
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
書
の
受
理
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
る
事
業
計
画
書
の
提
出
の
延
期
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

四
か
ら
七
ま
で

削
除

第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
中

｢

農
業
近
代
化
資
金
助
成
法｣

を

｢

農
業
近
代
化
資
金
融
通
法｣

に

改
め
、
同
項
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
七
か
ら
二
十
四
ま
で

削
除

第
十
三
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
四
ヘ
中

｢

第
百
十
条｣

を

｢

第
百
十
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同

ヘ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
項
中

｢

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
下
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所｣

を

｢

三
八

地
域
県
民
局
、
下
北
地
域
県
民
局｣

に
、

｢

前
二
項｣

を

｢

前
三
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
下
北
地
方

農
林
水
産
事
務
所｣

を｢

三
八
地
域
県
民
局
、
下
北
地
域
県
民
局
、
東
地
方
農
林
水
産
事
務
所｣

に
、

｢

前
項｣

を

｢

前
二
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２

三
八
地
域
県
民
局
及
び
下
北
地
域
県
民
局
並
び
に
農
林
水
産
事
務
所
の
長
に
、
前
項
に
規
定
す

る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
委
任
す
る
。

一

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
と
殺
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
性
鑑
定
の
た
め
の
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
人
の
選
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び

医
療
機
器
に
係
る
薬
事
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
販
売
業
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
卸
売
一
般
販
売
業
に
係
る
医
薬
品
の
販
売

又
は
授
与
の
相
手
方
の
変
更
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
薬
種
商
販
売
業
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
置
販
売
業
の
許
可
に
関
す
る
こ
と

(

二
以
上
の
所
管

区
域
に
わ
た
る
区
域
を
配
置
区
域
と
す
る
配
置
販
売
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

ホ

ニ
に
係
る
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
配
置
販
売
業
者
又
は
そ
の
販
売
員
に
係
る
配
置
従

事
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。
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ヘ

ニ
に
係
る
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
配
置
販
売
業
者
又
は
そ
の
販
売
員
に
係
る

配
置
従
事
者
の
身
分
証
明
書
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
特
例
販
売
業
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
三
十
八
条
及
び
第
四
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品

の
販
売
業
並
び
に
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
及
び
賃
貸
業
の
廃
止
、
休
止
及
び
再
開
並
び
に

許
可
事
項
及
び
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
及
び
賃
貸
業
の
届
出

の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
販
売
業
者
並
び
に
管
理
医
療

機
器
の
販
売
業
者
及
び
賃
貸
業
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ル

薬
事
法
施
行
令

(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢

令｣

と
い
う
。)

第
四
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ

令
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
証
の
再
交
付
に
関
す
る

こ
と
。

ワ

令
第
四
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
証
の

受
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

獣
医
療
法

(

平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
診
療
施
設
の
開
設
、
休

止
及
び
廃
止
並
び
に
開
設
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

家
畜
改
良
増
殖
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
の
取
消
し
に
関
す

る
こ
と
。

ヘ

家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て

｢

令｣

と
い
う
。)

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
の
書
換
え
交
付

に
関
す
る
こ
と
。

ト

令
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
の
再
交
付
及
び
返
納
の
受
理
に
関
す

る
こ
と
。

チ

令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
の
返
納
の
受
理
及
び
返
還
に
関
す

る
こ
と
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中

｢

農
林
水
産
事
務
所｣

を

｢

農
林
水
産
事
務
所
等｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

農
林
水
産
事
務
所｣

を｢

地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水
産
部
及
び
農
林
水
産
事
務
所｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中

｢

県
土
整
備
事
務
所
長｣

を

｢

県
土
整
備
事
務
所
等
の
長｣

に
改
め
、
同

条
第
一
項
中

｢

県
土
整
備
事
務
所｣

を

｢

地
域
県
民
局
及
び
県
土
整
備
事
務
所｣

に
改
め
、
同
項
第

五
号
ヲ
中

｢

第
四
十
八
条
の
十｣

を

｢

第
四
十
八
条
の
十
六｣

に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
ホ
中

｢

第

二
項｣

を

｢

第
三
項｣

に
、

｢

同
条
第
三
項｣

を

｢

同
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
の
四

ハ
中

｢

第
四
十
八
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

十
六

削
除

第
十
八
条
第
一
項
第
十
九
号
イ
中

｢

第
十
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
七
十
四
条
第
一
項｣

に
改
め
、

同
号
ロ
中

｢

第
十
五
条
の
二
第
一
項｣

を

｢

第
七
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
ハ
中

｢

第
二
十

五
条
第
四
項｣

を

｢

第
八
十
七
条
第
十
項｣

に
、

｢

特
定
建
築
主｣

を

｢

特
定
建
築
主
等
及
び
第
七

十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
べ
き
者｣

に
改
め
、
同
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

第
七
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
建
築
物
に
係
る
報
告
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

弘
前
県
土
整
備
事
務
所
を
除
く｣

を

｢

三
八
地
域

県
民
局
及
び
下
北
地
域
県
民
局
並
び
に｣

に
、

｢

前
項｣

を

｢

前
二
項

(

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所

長
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項)

｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
下
北
地
域
県
民
局
長
に
つ
い
て
は
第
二
号
ト
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
事
務
を
、
五
所
川
原

県
土
整
備
事
務
所
長
に
つ
い
て
は
第
一
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
二
号
ト
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
事
務
を

除
く
。

第
十
八
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

地
域
県
民
局
並
び
に
青
森
県
土
整
備
事
務
所
及
び
五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
の
長
に
、
前
項

に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
委
任
す
る
。

一

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
入
居
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
居
補
欠
者
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
入
居
手
続
に
係
る
指
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
入
居
期
限
延
長
の
承
認
及
び
入
居
期
限
の
指
定
に
関
す
る

こ
と
。

ホ

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
居
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
入
居
の
承
認
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。
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ト

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
賃
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
十
二
条
第
三
項

(

第
二
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に

よ
る
明
け
渡
し
た
日
の
認
定
及
び
家
賃
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
家
賃
の
減
額
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
敷
金
の
徴
収
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
敷
金
の

還
付

(
損
害
賠
償
金
が
あ
る
場
合
の
敷
金
の
還
付
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

ル

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
択
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ

第
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ
し
書
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

承
認
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

カ

第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ヨ

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駐
車
場
の
利
用
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

タ

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

レ

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
駐
車
場
の
利
用
の
承
認
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

二

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則

(

平
成
九
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
施
行
に

関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
住
民
票
の
写
し
及
び
所
得
証
明
書
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
方
自
治
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と

(

県
営
住
宅
の
団
地
及
び
そ
の
共
同
施
設
並
び
に

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
そ
の
共
同
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

イ

指
定
管
理
者
と
の
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締
結

(

支
出
負
担
行
為
で
あ
る
も

の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

ロ

指
定
管
理
者
が
行
う
公
の
施
設
の
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と

(

第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
及
び
管
理
業
務
の
停
止
の
命
令
を
除
く
。)

。

ハ

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
収
納
の
事
務
の
委
託

(

滞
納
さ
れ
た
家
賃
、
敷
金
、
駐
車
場
の
使
用
料
等
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
委
託
に
係
る
告
示
及
び
公
表
に
関

す
る
こ
と
。

ニ

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
出
の
事
務
の
委
託
に

関
す
る
こ
と

(

敷
金
及
び
過
誤
納
金
の
還
付

(

損
害
賠
償
金
が
あ
る
場
合
の
敷
金
の
還
付
を

除
く
。)

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

第
十
八
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

中
南
地
域
県
民
局
及
び
三
八
地
域
県
民
局
の
長
に
前
三
項(

中
南
地
域
県
民
局
長
に
あ
つ
て
は
、

第
一
項
及
び
第
二
項)

に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
委
任

す
る
。

一

下
水
道
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
流
域
下
水
道
の
施
設
の
使
用
の
制
限
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

第
二
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
原
因
調
査
の
要
請
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
必
要
な
措
置
の
要
請
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
二
十
五
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
共
用
の
暗
渠き
よ

を
設
け
る
場
合
の
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
流
域
下
水
道
管

理
者
以
外
の
者
の
行
う
工
事
等
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
流
域

下
水
道
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
他
人
の
土
地
の
立
入
り
及
び
一
時
使
用
に
関
す
る
こ

と
。

ト

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
及
び
承
認
の
取
消
し
並
び
に
そ
の

条
件
の
変
更
並
び
に
必
要
な
措
置
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

二

下
水
道
法
施
行
令

(

昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
十
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
十
七
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
第
五
項
中

｢

弘
前
県
土
整
備
事
務
所
長｣

を

｢

中
南
地
域
県
民
局
長｣

に
、｢

第
三
項｣

を｢
前
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中｢

八
戸
県
土
整
備
事
務
所
長｣

を｢

三
八
地
域
県
民
局
長｣

に
、

｢
第
三
項｣

を

｢

第
四
項｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中

｢

及
び
第
二
項｣

を

｢

及
び
第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢
(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号)

｣

を
削
り
、
同
号
ロ
中

｢
(

排

水
施
設
を
設
け
る
場
合
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
ロ
を
同
号
ヨ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

ロ

第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
開
始
等
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
一
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
改
造
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

青 森 県 報������	
�� �� 号外第27号�� �



� �

ニ

第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
等
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ

と
。

ヘ

第
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
変
更
及
び
廃
止
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ト

第
十
二
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
制
限
期
間
の
短
縮
に
関
す
る
こ
と
。

チ

第
十
二
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

リ

第
十
二
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ヌ

第
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
等
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
応
急
措
置
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

ル

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
排
水
設
備
等
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

ヲ

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
下
水
道
の
使
用
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

ワ

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
共
下
水
道
管
理
者
以
外
の
者
の
行
う
工
事
等
の
承
認
に
関
す

る
こ
と
。

カ

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
下
水
道
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
第
七
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

タ

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
他
人
の
土
地
の
立
入
り
及
び
一
時
使
用
に
関
す
る
こ

と
。

レ

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
及
び
承
認
の
取
消
し
並
び
に
そ
の

条
件
の
変
更
並
び
に
必
要
な
措
置
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
第
七
項
第
二
号
イ
中

｢

認
定｣

の
下
に

｢

及
び
工
事
の
実
施
方
法
の
指
定｣

を
加
え
、

同
号
ニ
中

｢
(

除
害
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
号
中
チ
を
ヌ
と
し
、
同
ヌ
の
前

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
水
の
使
用
量
を
計
算
す
る
た
め
の
装
置
の
設
置
に
関
す

る
こ
と
。

第
十
八
条
第
七
項
第
二
号
中
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
排
水
設
備
工
事
業
者
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
第
七
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

青
森
県
公
共
下
水
道
条
例
施
行
規
則

(

平
成
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

の
施
行
に

関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
排
水
設
備
工
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
排
水
設
備
責
任
技
術
者
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
排
水
設
備
配
管
技
術
者
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
排
水
設
備
責
任
技
術
者
等
の
認
定
の
取
消
し
に
関
す
る

こ
と
。

第
十
八
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

青
森
県
土
整
備
事
務
所
長
に
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ

る
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
委
任
す
る
。

一

都
市
公
園
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号)

の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と

(

青
い
森

公
園
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

イ

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
事
項
の
変
更
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
都
市
公
園
の
占
用
に
係
る
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
指
示
に
関
す
る
こ
と

(

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

二

青
森
県
都
市
公
園
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

の
施
行
に
関
す
る
次

の
こ
と

(

青
い
森
公
園
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

。

イ

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
等
の
監
督
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料

の
減
免
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
還
付
に
関
す
る
こ
と
。

三

青
森
県
営
柳
町
駐
車
場
条
例

(

平
成
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

の
施
行
に
関
す
る
次

の
こ
と
。

イ

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
駐
車
料
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
回
数
券
及
び
プ
リ
ペ
イ
ド
・
カ
ー
ド
の
発
行
に
関
す
る
こ
と
。

四

青
森
県
営
駐
車
場
条
例

(

昭
和
五
十
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

の
施
行
に
関
す
る
次

の
こ
と
。

イ

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
回
数
券
及
び
プ
リ
ペ
イ
ド
・
カ
ー
ド
の
発
行
に
関
す
る
こ
と
。

五

地
方
自
治
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と

(

県
営
柳
町
駐
車
場
及
び
県
営
駐
車
場
に
係
る
も

の
に
限
る
。)
。

イ

指
定
管
理
者
と
の
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締
結

(

支
出
負
担
行
為
で
あ
る
も

の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。
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ロ

指
定
管
理
者
が
行
う
公
の
施
設
の
管
理
の
監
督
に
関
す
る
こ
と

(

第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
及
び
管
理
業
務
の
停
止
の
命
令
を
除
く
。)

。

ハ

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
事
務
の
委
託

(

駐
車

料
金
及
び
使
用
料
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
委
託

に
係
る
告
示
及
び
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

六

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
条
例

(

平
成
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号)

の
施
行
に
関

す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
等
の
監
督
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
徴
収
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料

の
減
免
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
中

｢

第
三
条
の
二｣

を

｢

第
四
条｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
り
委
任
し
た
事
務
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
で
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
際
、
現
に
青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

第
三
条
に

規
定
す
る
本
庁
に
お
い
て
受
理
し
て
い
る
も
の
又
は
施
行
の
た
め
の
手
続
中
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
八
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則

(

昭
和
三
十
九
年
八
月
青
森
県
規
則
第
七
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

、
新
青
森
県
総
合
運
動
公
園

(

青
森
県
都
市
公
園
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三

月
青
森
県
条
例
第
四
号)

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
公
園
施
設
に
限
る
。)

及
び
青
森
県
立

三
沢
航
空
科
学
館｣

を

｢

及
び
新
青
森
県
総
合
運
動
公
園｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中

｢

労
働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法｣

を

｢

労
働
時
間
等
の
設
定
の

改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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